
（案１） 
 

公  告 
 

 

 関門港洞海地区における関税法第２４条第１項の規定に基づく「外国往来船等と陸地との

間の交通場所」、「貨物の積卸場所（船用品、機用品及び携帯品を除く。）」及び「船用品、機

用品及び携帯品の積卸場所」について、下記のとおり令和２年４月１日から変更するので同

法施行令第２２条第１項の規定に基づき公告する。 

 

記 

 

（１）外国往来船等と陸地との間の交通場所 

場  所  の  名  称 所 在 地 備  考 

日本製鉄株式会社八幡製鉄所戸畑泊地第１号

岸壁から同第４号岸壁まで（全長１，１２５

メートル）及び同第８号岸壁（全長２８０メ

ートル） 

 

日本製鉄株式会社八幡製鉄所内浦第４号岸壁

及び同第５号岸壁（全長４２０メートル） 

北九州市戸畑区大字中原 

 

 

 

 

北九州市戸畑区大字戸畑 

 

岸壁けい留船と交通する

者に限る 

 

 

 

岸壁けい留船と交通する

者に限る 

 を 

場  所  の  名  称 所 在 地 備  考 

日本製鉄株式会社九州製鉄所八幡地区戸畑泊

地第１号岸壁から同第４号岸壁まで（全長１，

１２５メートル）及び同第８号岸壁（全長２

８０メートル） 

 

日本製鉄株式会社九州製鉄所八幡地区内浦第

４号岸壁及び同第５号岸壁（全長４２０メー

トル） 

 

北九州市戸畑区大字中原 

 

 

 

 

北九州市戸畑区大字戸畑 

 

岸壁けい留船と交通する

者に限る 

 

 

 

岸壁けい留船と交通する

者に限る 

 に改める。 

 

（２）貨物の積卸場所（船用品、機用品及び携帯品を除く。） 

場  所  の  名  称 所 在 地 備  考 

日本製鉄株式会社八幡製鉄所内浦第２号岸壁

（全長４３７メートル）、同第４号岸壁及び

同第５号岸壁（全長４２０メートル） 

 

北九州市戸畑区大字戸畑  



日本製鉄株式会社八幡製鉄所戸畑泊地第１号

岸壁から同第４号岸壁まで（全長１，１２５

メートル）及び同第８号岸壁（全長２８０メ

ートル） 

 

日本製鉄株式会社八幡製鉄所八幡泊地中央製

品岸壁第７号岸壁から同第９号岸壁まで（全

長３５０メートル）及び洞岡輸出製品岸壁第

１４号岸壁から同第１８号岸壁まで（全長７

６３メートル） 

 

日本製鉄株式会社八幡製鉄所西八幡厚板岸壁

（全長３２０メートル） 

 

北九州市戸畑区大字中原 

 

 

 

 

北九州市八幡東区大字前田 

 

 

 

 

 

北九州市八幡東区大字前田 

 

 を 

場  所  の  名  称 所 在 地 備  考 

日本製鉄株式会社九州製鉄所八幡地区内浦第

２号岸壁（全長４３７メートル）、同第４号

岸壁及び同第５号岸壁（全長４２０メートル） 

 
日本製鉄株式会社九州製鉄所八幡地区戸畑泊

地第１号岸壁から同第４号岸壁まで（全長１，

１２５メートル）及び同第８号岸壁（全長２

８０メートル） 

 

日本製鉄株式会社九州製鉄所八幡地区八幡泊

地中央製品岸壁第７号岸壁から同第９号岸壁

まで（全長３５０メートル）及び洞岡輸出製

品岸壁第１４号岸壁から同第１８号岸壁まで

（全長７６３メートル） 

 

日本製鉄株式会社九州製鉄所八幡地区八幡製

鉄所西八幡厚板岸壁（全長３２０メートル） 

北九州市戸畑区大字戸畑 

 

 

 

北九州市戸畑区大字中原 

 

 

 

 

北九州市八幡東区大字前田 

 

 

 

 

 

北九州市八幡東区大字前田 

 

   

 に改める。 

 

（３）船用品、機用品及び携帯品の積卸場所 

場  所  の  名  称 所 在 地 備  考 

日本製鉄株式会社八幡製鉄所戸畑泊地第１号

岸壁から同第４号岸壁まで（全長１，１２５

メートル）及び同第８号岸壁（全長２８０メ

ートル） 

 

日本製鉄株式会社八幡製鉄所内浦第４号岸壁

及び同第５号岸壁（全長４２０メートル） 

 

北九州市戸畑区大字中原 

 

 

 

 

北九州市戸畑区大字戸畑 

岸壁けい留船に積卸しす

るものに限る。 

 

 

 

 

岸壁けい留船に積卸しす

るものに限る。 

 を 

 

 



場  所  の  名  称 所 在 地 備  考 

日本製鉄株式会社九州製鉄所八幡地区戸畑泊

地第１号岸壁から同第４号岸壁まで（全長１，

１２５メートル）及び同第８号岸壁（全長２

８０メートル） 

 

北九州市戸畑区大字中原 岸壁けい留船に積卸しす

るものに限る。 

日本製鉄株式会社九州製鉄所八幡地区内浦第

４号岸壁及び同第５号岸壁（全長４２０メー

トル） 

 

北九州市戸畑区大字戸畑 岸壁けい留船に積卸しす

るものに限る。 

 に改める。 

 

 

                      令和２年４月１日 

                     戸畑税関支署長 松原 昌俊 


